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院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
沖
縄
県
に
お
け
る
日
本
国
憲
法
の
適
用
開
始
の
時
点
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
沖
縄
県
に
お
け
る
日
本
国
憲
法
の
適
用
開
始
の
時
点
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
、
七
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
日
本
国
憲
法
に
よ
り
担
保
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
の
沖
縄
の
復
帰
前
に
お
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
は
、
観
念
的
に
は
同
地
域
に
施
行
さ
れ
て
い
た

が
、
現
実
に
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
）
に
よ
り
米
国
が
施
政
権
を
行
使
し
て
い
た
た
め
、

実
効
性
を
も
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
沖
縄
に
つ
い
て
は
、
米
国
か
ら
施
政
権
が
返
還
さ
れ
た
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
以
降
、
日
本
国
憲
法

の
規
定
が
実
効
性
を
も
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

沖
縄
の
復
帰
に
伴
い
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
法
務
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年

政
令
第
九
十
五
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
復
帰
前
の
沖
縄
の
戸
籍
法
（
千
九
百
五
十
六
年
立
法
第
八
十
七
号
）
に
よ

る
戸
籍
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
よ
る
戸
籍
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

一



政
府
と
し
て
、
お
尋
ね
の
「
沖
縄
の
方
が
海
外
渡
航
す
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ
政
府
発
行
の
身
分
証
明
を
携
帯
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
航
海
途
中
の
立
寄
り
国
な
ど
で
国
籍
留
保
に
対
す
る
扱
い
が
一
定
せ
ず
、
無
国
籍
の
扱
い
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ

っ
た
」
か
否
か
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
沖
縄
の
方
々
に
つ
い
て
は
、
遅
く
と
も
明
治
三
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た

旧
国
籍
法
施
行
の
時
か
ら
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
琉
球
住
民
」
の
定
義
及
び
「
琉
球
住
民
」

の
琉
球
政
府
に
対
す
る
権
利
義
務
等
を
定
め
た
昭
和
二
十
七
年
二
月
二
十
九
日
の
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号

（
琉
球
政
府
章
典
）
第
三
条
に
い
う
「
琉
球
住
民
」
は
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
た
。

二


